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平成 22 年 10 月 5 日 

 

平成２２年第５回中津川市議会 

（定例会）提出予定追加議案 
 
 

平成２２年第５回定例会に、控訴するための議案２件を追加提出します。 
 

 

 

（その他） 

 

１、控訴の提起について 

  損害賠償請求訴訟の判決に対し控訴を提起することについて 

 

 

 

 

 

 

（補正予算） 

 

２、補正予算について 

■補正の内容 
➢一般会計 

訴訟費 ····················································· 358 千円 

 

■補正予算の規模（会計別） 

（単位：千円）

会　     　計   　  　別 補正前の額 補正額 計

36,633,117 358 36,633,475

34,976,919 34,976,919

合　　　　　　計 71,610,036 358 71,610,394

補正されなかった会計にかかる額

平成22年度　中津川市歳入歳出予算総括表　【９月補正　追加提出分】

一 般 会 計

 
 

■一般会計総括表 
平成22年度一般会計予算総括表【９月補正　追加提出分】

(単位:千円)

歳    入 歳    出

款 補正前の額 補正額 計 款 補正前の額 補正額 計

19 繰 越 金 430,143 358 430,501 2 総 務 費 3,814,036 358 3,814,394

36,202,974 36,202,974 32,819,081 32,819,081

計 36,633,117 358 36,633,475 計 36,633,117 358 36,633,475

補正されなかった款にかかる額
補正されなかった

款にかかる額

 
 

平成１８年（ワ）第８９２号損害賠償請求訴訟について、平成２２年９月２２日、

岐阜地方裁判所において判決があり、原判決の取消し及び中津川市に対する訴えの

却下を求める等の内容で控訴します。 
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■一般会計の補正概要（歳入） 

款 金額（千円） 内  容 

繰 越 金 358 （財源調整として） 

 

■一般会計の補正概要（歳出） 

款 金額（千円） 内  容 

総 務 費 358 ・訴訟費 358 千円 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

〈その他〉  総務部行政管理課  E-mail:gyousei@city.nakatsugawa.lg.jp 

総務部行政管理課行政係長 高木 均  電話：0573-66-1111（内線４４１） 

〈補正予算〉 企画部企画財務課   E-mail:zaisei@city.nakatsugawa.lg.jp 

企画部企画財務課財政係長 丹羽栄作  電話：0573-66-1111（内線３３３） 


